
【資料】『やさしい言葉で書かれた世界人権宣言』 

 

 ジュネーブ大学の L.マサランティ教授（心理学専攻）を指導者とする研究班が、

NGO の一つで人権教育の研修や普及に活躍している EIP（平和の手段としての学校

のための世界協会）と協力して 1979 年に開発・公表した簡易テキストによる世界

人権宣言である。人権に関する最も重要な国際文である「世界人権宣言」を誰もが

読んで理解できるために、フランス語での日常会話で使われている約 2,500 語だけ

で人権宣言をやさしく書き換えている。さらに 30 ヶ条からなる人権宣言の内容を

5 つのカテゴリー（あなた、家庭、社会、国、世界）に分類し、一部は順序を入れ

替えるなど、理解しやすくなるための工夫をしている。ただし、日常生活で使う基

本的な言葉だけで人権宣言の内容を十分にあらわすことには当然無理もあるので、

人権宣言の原文もあわせて読めるように並べて印刷されている。小学生から大人ま

で、誰もが学習に使える教材である。なお、EIP から英語版も刊行され、広く世界

的に活用されてきている。英語版も掲載しておくので、英語の授業等でも活用して

いただきたい。 

 

 第 1 条（世界） 子どもたちは生まれつき、だれもがみな自由であって、いつも

わけへだてなくあつかわれるべきです。 

 （原文） すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と

について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神

をもって行動しなければならない。 

 

 第 3 条（あなた） あなたは生きる権利、自由に、安心して生きる権利をもって

います。 

 （原文） すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

 

 第 4 条（社会） だれにもあなたを奴隷にする権利はありません。あなたもだれ

かを自分の奴隷にすることはできません。 

 （原文） 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴

隷売買は、いかなる形においても禁止する。 

 

 第 5 条（社会） あなたを拷問する、つまり、あなたを痛めつけて苦しめる権利

はだれにもありません。あなたも、だれであれひとを拷問することはゆるされませ

ん。 

 （原文） 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは

刑罰を受けることはない。 

 

 第 7 条（国） 法律はすべての人に対して同じはたらきをします。法律はあらゆ

る人々に同じにあてはめられるべきです。 

 （原文） すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もな

しに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するい



かなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対して

も、平等な保護を受ける権利を有する。 

 

 第 8 条（国） 国の法律が守られていないようなできごとがあなたの身におこっ

たとき、あなたは法律によって自分を守ってくれるように要求することができま

す。 

 （原文） すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する

行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

 

 第 9 条（あなた） 不正に、あるいは理由もなく、あなたを牢屋に入れたり、ど

こかに閉じ込めたり、あなたの国から追い出したりする権利は、だれにもありませ

ん。 

 （原文） 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

 

 第 10 条（社会） あなたがもし裁判にかけられるようなことがあっても、その裁

判は秘密に行われてはなりません。あなたを裁く人は、だれからもさしずを受けて

はなりません。 

 （原文） すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定

されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることにつ

いて完全に平等の権利を有する。 

 

 第 11 条（あなた） あなたは有罪であることが証明されるまでは、無罪であると

みなされなければなりません。あなたはある罪があるとうったえられたとき、つね

に自分を守る権利があります。あなたがやっていないことについてあなたをとがめ

たり、罰を加える権利は、だれにもありません。 

 （原文） 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障

を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推

定される権利を有する。 

何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為

のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より

重い刑罰を課せられない。 

 

 第 6 条（あなた） どこにいても、あなたは他のどんな人とも同じように守られ

るべきです。 

 （原文） すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認

められる権利を有する。 

 

 第 12 条（あなた） もしだれかが、あなたの生活の仕方や、あなたやあなたの家

族の考え方や、それを文章に書いたものをむりやり変えさせようとするとき、あな

たにはそんなことをされないように守ってくれるように要求する権利があります。 

 （原文） 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいまま



に干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、こ

のような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 

 

 第 13 条（あなた） あなたは自分の国のうちを、好きなように行ったり来たりす

る権利をもっています。あなたは自分の国を離れて、別な国へ行く権利をもってい

ます。またそうしたければ、ふたたびもとの自分の国へもどることもできます。 

 （原文） すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有

する。すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有

する。 

 

 第 14 条（あなた） もしだれかがあなたに害を加えて苦しめるときには、あなた

は別の国へいって、あなたを守ってくれるようにたのむ権利をもっています。あな

たがだれかを殺したり、あなた自身がここに書かれていることを大切にし、守らな

いときには、あなたはそのような権利をもちません。 

 （原文） すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、

避難する権利を有する。この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び

原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 

 

 第 15 条（あなた） あなたはひとつの国の国民となる権利をもっています。ま

た、だれももっともな理由がないのに、あなたが自分でねがって他の国の国民にな

ろうとするのをさまたげることはでさません。 

 （原文） すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認され

ることはない。 

 

 第 16 条（家族） だれでも子どもをもてるような年齢になったらすぐに、男性で

も女性でも結婚して、家庭をつくる権利をもっています。このことについては、あ

なたの皮膚の色が何色であるか、あなたの出身国がどこであるか、まったく関係あ

りません。男女は結婚について、あるいは離婚について、まったく等しい権利をも

つのです。だれもだれかをむりやり結婚させることはできません。 

 （国） あなたの国の政府はあなたの家庭とその成員を守るべきです。 

 （原文） 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けるこ

となく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその

解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 

婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権

利を有する。 

 

 第 25 条（家庭）  あなたは、あなたとあなたの家族が病気にならないために、

また病気になったときに世話を受けられるために、飢えることがないために、寒さ

に悩むことがないために、住居をもつために、必要な一切のものをもつ権利をもっ



ています。子どもを産もうとしている母とその子は、援助を受けるべきです。すべ

ての子どもはその母親が結婚しているかいないかにかかわらず、同じ権利をもって

います。 

 （原文） すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び

家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障

害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権

利を有する。母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児

童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

 第 26 条（あなた） あなたは学校に通う権利、ただで義務教育を受ける権利をも

っています。あなたはある職業を学んだり、あるいは望むだけ勉強を続けることが

できるべきです。あなたは学校であなたのあらゆる才能を発展させることができ、

どんな信仰をもっているか、出身国がどこであるかに関係なく、だれとでも仲良く

生活しつづけることを教えられるべきです。 

 （家族） あなたの両親は、あなたがどのように教育されるか、また学校で何を

教えられるかを選ぶ権利をもっています。 

 （原文） すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の

及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でな

ければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければなら

ず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければ

ならない。教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目

的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相

互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活

動を促進するものでなければならない。 

親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

 

 第 17 条（あなた） あなたは、他のだれもと同じように、いろんなものを自分の

ものとしてもつ権利をもっています。だれにもそれをあなたからうばいとる権利は

ありません。 

 （原文） すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有す

る。何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

 

 第 18 条（あなた） あなたは、信じる宗教を自由に選んだり、別なものに変えた

り、ひとりで、あるいは他の人々といっしょに、望むとおりに信じておこなう権利

をもっています。 

 （原文） すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この

権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に

又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含

む。 

 

 第 19 条（あなた） あなたは好きなようにものごとを考えたり、あなたが好むこ



とを言い表す権利をもっています。だれもあなたがそうするのを禁止することはで

きません。 

 （社会） あなたはどこに住んでいても、あなたの考えを他の国の人々とやりと

りすることが許されるべきです。 

 （原文） すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利

は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、ま

た、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える

自由を含む。 

 

 第 20 条（国） だれもひとを何かの集団にむりやり所属させることはできませ

ん。だれでも集会を組織する権利、自分の意志で集会に参加する権利、平和的な方

法で協同するために集まる権利をもっています。 

 （原文） すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

 何人も、結社に属することを強制されない。 

 

 第 21 条（あなた） あなたは、たとえば政府の一員となることによって、あるい

はあなたと同じ考えをもつ政治家を選ぶことによって、あるいはあなたの選択を自

由に投票によって示すことによって、あなたの国のことがらに積極的に参加する権

利をもっています。 

 （国） これらの行為は、すべての人々の意志を、投票した人がだれの名前を書

いたかを知られることがない自由な投票によって表現するものです。投票は男か女

かにかかわりなく平等で、だれもがおこなうことができます。 

 （原文） すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政

治に参与する権利を有する。 

すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のか

つ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙に

よるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投

票手続によって行われなければならない。 

 

 第 23 条（あなた） あなたは働く権利、あなたの仕事を自由に選ぶ権利、あなた

が生活し、あなたの家族を養うことができるような給料をもらう権利をもっていま

す。 

 （社会） もし男の人と女の人が同じ仕事をする場合、どちらも同じ額の給料を

受けるべきです。すべて働く人々は、自分たちの利益を守るために団結する権利を

もっています。 

 （原文） すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件

を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 

すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を

受ける権利を有する。 

勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障



する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によ

って補充を受けることができる。 

すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する

権利を有する。 

 

 第 24 条（社会） 労働時間はあまり長すぎてはなりません。というのはだれもが

休息する権利をもっているのであり、定期的に給料をもらいながら休みを取ること

ができるべきだからです。 

 （原文） 何人も、労働時間の合理的な制限と定期的な有給休暇とを含む休息お

よび余暇を得る権利を有する。 

 

 第 27 条（社会） あなたが芸術家であろうと、作家であろうと、科学者であろう

と、あなたはあなたの作品を自由に他の人と分かち合い、共同でおこなったことが

らから利益を得ることが許されるべきです。 

 （あなた） あなたの作品はあなたのものとして守られるべきであり、あなたは

それらから利益を得ることが許されるべきです。 

 （原文） 何人も、自由に、社会の文化的生活に参加し、芸術を楽しみ、かつ科

学の進歩とそれの恩恵にあずかる権利を有する。 

何人も、自己が創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的およぴ物

理的利益の保護をうける権利を有する。 

 

 第 22 条（社会） あなたが住んでいる社会は、あなた、および、あなたの国に住

んでいるすべての男の人、女の人に与えられているあらゆる便宜（文化にかかわ

る、お金の面での、身を安全に守るうえでの）を、あなたが発展させ、享受するの

を助けるべきです。 

 （原文） 何人も、社会の一員として、社会保障をうける権利を有し、かつ、国

家的努力および国際的瀦力を通じて、また、各国の組織および資源に応じて、自己

の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的および文

化的権利の実現に対する権利を有する。 

 

 第 25 条（あなた） あなたは、仕事がないために、病気であるために、年をとっ

たために、あなたの妻または夫が亡くなったために、あるいはあなたの力ではどう

にもできないことがらのために、働くことができないような場合には、助けてもら

う権利をもっています。 

 （原文） すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び

家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障

害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権

利を有する。 

母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出で

あると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 



 第 28 条（世界）  あなたの権利や自由があなたの国において、また世界の他の

国々において尊重されるために、それらの権利や自由を十分に保護することのでき

る「秩序」がなければなりません。 

 （原文） すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会

的及び国際的秩序に対する権利を有する。 

 

 第 29 条（あなた） こういうわけで、あなたは、あなたの人間らしさを発展させ

ることを認める人々のなかに住んでいるのですから、そういう人々に対してあなた

も同じようにする義務を負っているのです。 

 （原文） すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可

能である社会に対して義務を負う。 

すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正

当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一

般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた

制限にのみ服する。 

これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行

使してはならない。 

 

 第 30 条（世界）  世界のあらゆるところにおいて、どんな社会も、どんな個人

も、これまでいろいろ挙げてきた権利や自由を無効なものにしようなどとすること

は許されません。 

 （原文） この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、

この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような

目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 

 

 第 2 条（世界）  したがって、たといあなたと同じ言語を話さなくても、あなた

と同じ皮層の色でなくても、あなたと同じ考え方をしなくても、あなたと同じ宗教

を信じていなくても、あなたよりも貧しかったりお金持ちだったりしても、あなた

と国籍が同じでなくても、すべての人はこれまで述べてきたようないろいろな権利

や自由をもっていて、それらのおかげで助かる権利をもつのです。 

 （原文） すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意

見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかな

る事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを

享有することができる。 

さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自

治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は

地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

 

文部科学省 HP より引用

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/attach/13707

75.htm 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/attach/1370775.htm
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